
令和８年度佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰等の影響を踏まえ、持続的な賃上げを実現できる経営

環境の整備を図るため、生産性向上を通じた供給力強化及び新規事業創出による需

要獲得並びに人手不足の解消等により企業価値及び競争力の向上を図るとともに、

働きがいの創出及び企業力の強化に向けた取組に対し、佐賀市働きがい×企業力ア

ップ支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、佐賀市補

助金等交付規則（平成１７年佐賀市規則第６４号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助事業者） 

第２条  補助金交付の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に本店を有する中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条

第１項に規定する中小企業者であって、申請時点において、創業又は設立後１年

以上経過している者。 

(2) 市税の滞納がないこと。 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業を行う者でないこと。 

(4) 次に掲げる各号のいずれにも該当しないこと。 

ア 国立大学法人、地方独立行政法人その他の法人税法（昭和４０年法律第３４

号）第２条第５号に規定する公共法人 

  イ 店舗型性風俗特殊営業その他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特

殊営業を営む者及び店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営

業の営業所において客に接する業務の一部を行う者その他の同条第１３項に

規定する接客業務受託営業を行う者 

ウ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する政治

団体 

エ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第４条第２項に規定する宗教法人 

オ 銀行、信用金庫、信用組合その他これらに類する金融機関 

カ アからオまでに掲げる者のほか、第１条に規定する趣旨に照らし、適当でな

いと市長が判断する者 

(5) 次に掲げる各号のいずれの補助金の交付を受けていないこと。 

 ア 令和４年度佐賀市ＤＸ推進支援モデル事業補助金 

 イ 令和５年度佐賀市ＤＸ推進支援モデル事業補助金 



 ウ 令和６年度佐賀市ＤＸ推進支援事業補助金 

 エ 令和７年度佐賀市ＤＸ推進支援事業補助金 

２ 補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当するもので

あってはならない。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。） 

(2) 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団員ではなくなった日から５年を経過しない者 

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接

的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（補助金の交付） 

第３条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表第１の

とおりとする。 

２ 補助事業を実施する補助事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

３ 本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から当該交付決定の属する年度の２

月末日までとする。 

（補助金の対象経費及び補助率等） 

第４条  補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第

２のとおりとする。 

２ 補助率及び補助金の上限額は、別表第１のとおりとする。 

３ 補助金を計算する場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てるものとする。 

４ 補助事業者は、国若しくは地方公共団体又は民間団体から、委託事業の受託又は

事業に対する助成金等の交付決定を受けているとき、当該事業において対象経費と

されているものについては、補助金の補助対象経費とすることはできない。 

５ 補助対象経費は、消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法(昭和６３年法律第１０８号)の規定により仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和２５年法律

第２２６号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下

同じ。）を除くものとする。 

（補助事業の交付申請） 



第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐賀市働

きがい×企業力アップ支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」

という。）に実施要領に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定による交付申請書の作成において必要経費を算出するとき

は、見積合わせ等による価格競争を行うなど、経費節減に努めること。 

３ 第１項の規定により交付申請書を提出するときは、補助対象経費から消費税等仕

入控除税額を減額しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除

税額が明らかでないものについては、前条第５号の規定に関わらず、この限りでな

い。 

（補助事業の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の

審査等により、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件

を佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号。以

下「交付決定通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。 

３  市長は、前条第３項のただし書きによる交付の申請がなされたものについては、

補助金に関する消費税仕入控除税額等について、補助金の額の確定において減額を

行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

（補助事業等の変更） 

第７条  補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号のいずれか

に該当するときは、佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業変更申請書（様式第３

号。以下「変更申請書」という。）に第５条第１項各号に掲げる書類を添えて市長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 前項の規定に関わらず、次に掲げるものについては、市長の承認を要しないもの  

とする。 

(1)  変更後の補助対象経費の額が、変更前の補助対象経費に比して２０パーセント

以内の減額変更をするとき。 

(2)  物品の購入等について、同等の機能を有するものに変更しようとするとき。 

(3)  前２号に掲げるもののほか、軽微な変更と認められるもの。 

３ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行

が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。 

４ 市長は、第１項の変更申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったとき

は、佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付変更通知書（様式第４号）



により交付決定の内容を変更することができる。 

（実績報告） 

第８条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐賀市働きがい×企業力アップ

支援事業補助金実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）に実施要

領に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２  前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から

３０日を経過した日又は補助年度の３月１日のうちいずれか早い日までに行わな

ければならない。 

３ 第６条第３項の適用を受けた補助事業者は、第１項の実績報告書を提出するとき

は、補助対象経費から消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条  市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、その内容を審査

し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、佐賀市働きがい

×企業力アップ支援事業補助金確定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知

するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐賀市働きがい×

企業力アップ支援事業補助金交付請求書(様式第７号)を市長に提出しなければな

らない。 

（財産処分の制限） 

第１１条 規則第１７条ただし書に規定する市長が定める期間（以下「処分制限期間 」

という。)は、補助事業が完了した日の翌日から起算して当該補助事業に係る機械

装置等（以下「補助機械装置」という。）について減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）が定める耐用年数（以下「耐用年数」と

いう。）を経過する日までの期間とする。 

２ 補助事業者は、処分制限期間において補助機械装置を処分しようとするときは 、

財産等処分承認届出書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（財産処分の場合の納付金） 

第１２条  前条第２項の場合において、補助事業者は、交付された補助金の額に補助

機械装置の処分の日の翌日から処分制限期間の末日までの年数（１年未満の端数の

期間は切り捨てるものとする。）を乗じ、かつ、耐用年数で除して得た額に相当す

る額（補助事業が完了した日後処分の日までの間に補助機械装置の修理等のため補

助事業者が負担した経費がある場合は、これに相当する額を控除した額。以下「納

付金」という。）を市に納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助機械装置を市に譲り渡した場合その他特別の事情

がある場合は、市は納付金の全部又は一部の納付を免除することができるものとす



る。 

（関係書類の整備） 

第１３条  補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類のほか、補

助事業により取得した財産を記載した台帳を整備し、補助事業が完了した日の属す

る年度の翌年度から５年間これらを保管しなければならない。 

（財産の管理） 

第１４条  補助事業により取得した財産は、前条の規定により整備した財産台帳をも

って適正に管理し、財産の処分に際しては、規則第１７条を遵守しなければならな

い。 

（報告の徴収） 

第１５条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業実施後

の成果について報告を求めることができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



別表第１ 

事業名 事業内容 補助率 補助上限額 

働きがい創出支援

事業 

企業価値向上計画を策定していな

い者が行う企業価値向上計画の策

定及び実施に関する事業 

補 助 対 象 経

費 の ３ 分 の

２以内 

１６０万円 

企業力強化推進事

業 

令和８年度佐賀市働きがい×企業

力アップ支援事業での支援を受

け、策定した企業価値向上計画に

基づくデジタル技術導入等の取組

に関する事業 

補 助 対 象 経

費 の ２ 分 の

１以内 

ただし、ＤＸ

認 定 を 取 得

した場合は、

補 助 対 象 経

費 の ３ 分 の

２以内 

１５０万円 

 

別表第２ 

働きがい創出支援事業 

経費区分 内容 備考 

委託料 

企業価値向上計画の策定の

ためにかかるコンサルティ

ング費用 

※補助対象期間を超える契約の場

合は、補助対象期間終了日までに

支払いが終了した経費を対象とす

る。 

研修費 

経営者及び従業員の意識改

革や主体的な参画を促すた

めのマインド醸成を目的と

した外部研修の受講料並び

に外部講師の招へいに係る

謝金及び旅費 

※生産性向上、デジタル技術の活

用等に資するものに限る。 

その他 
その他市長が必要と認める

経費 
 

 

 

 

 



企業力強化推進事業 

経費区分 内容 備考 

報償費 専門家謝金 

※業務委託における専門家謝金に

ついては、委託費にて対応するこ

と。 

※研修における専門家謝金につい

ては、研修費にて対応すること。 

旅費（費用弁償） 専門家旅費 

※業務委託における専門家旅費に

ついては、委託費にて対応するこ

と。 

※研修における専門家旅費につい

ては、研修費にて対応すること。 

備品購入費 

補助事業のために使用する

機械・装置、工具・器具、専

用ソフトウエア・情報システ

ムの購入に要する経費 

※機械設置・設定作業費について

は、備品購入費から除外。委託料

にて対応すること。 

使用料及び賃借

料 

補助事業のために使用する

機械・装置、工具・器具、専

用ソフトウェア・情報システ

ムの借用に要する経費 

※補助対象期間を超える契約の場

合は、補助対象期間終了日までに

支払いが終了した経費を対象とす

る。 

委託料 

事業実施のためにかかるコン

サルティング費用 

システム設計・構築費、機器

設置・設定作業費 

※補助対象期間を超える契約の場

合は、補助対象期間終了日までに

支払いが終了した経費を対象とす

る。 

研修費 

事業実施に必要な知識・技能

の向上を目的とした外部研修

の受講料並びに外部講師の招

へいに係る謝金及び旅費 

※企業価値向上計画に沿った取組

に関連するものであって、生産性

向上、デジタル技術の活用等に資

するものに限る。 

その他 
その他市長が必要と認める経

費 
 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付申請書  

 

年  月  日  

 

  （宛先）佐賀市長   

 

申請者 住所 

                 氏名               

（団体の場合は，団体名及び代表者名） 

 

 

 

 令和８年度佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付要綱第５条第１項

の規定により、次のとおり申請します。  

 

補助年度  令和  年度  
補助事業  

の名称  

働きがい×企業力アップ支援事業 

（働きがい創出支援事業・企業力強化推進事業） 

補 助 事 業 等 の  

目 的 及 び 内 容  
  

補 助 事 業 等 の 対 象 経 費  円  

交 付 申 請 金 額  円  

補 助 事 業 等 の  

完 了 予 定 年 月 日  
年   月   日  

添 付 書 類 

事業計画書 

収支予算書 

導入経費に係る見積書、仕様が分かる書類 

 

  



様式第２号（第６条関係） 

 

                           佐市経政第    号  

  年  月  日  

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付決定通知書  

 

       様  

 

佐賀市長      印  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった佐賀市働きがい×企業力強化推進

事業補助金の交付については、次のとおり決定したので令和８年度佐賀市働きがい

×企業力アップ支援事業補助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

補助年度  令和  年度  
補助事業  

の名称  

働きがい×企業力アップ支援事業 

（働きがい創出支援事業・企業力強化推進事業） 

補 助 事 業 等 の  

目 的 及 び 内 容  
 

交 付 決 定 額               円  

交 付 条 件   

 

  



様式第３号（第７条関係） 

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業変更申請書  

 

  年  月  日  

 

（宛先）佐賀市長  

 

申請者 住所 

                 氏名               

（団体の場合は，団体名及び代表者名） 

 

 

 

 

      年  月  日付け佐市経政第   号で補助金の交付決定を受けた

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業について、令和８年度佐賀市働きがい×企

業力アップ支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により、次のとおり申請し

ます。  

 

補 助 年 度  令和  年度  
補助事業  

の名称  

働きがい×企業力アップ支援事業 

（働きがい創出支援事業・企業力強化推進事業） 

補助事業等の  

変 更 の 内 容  
 

補助対象経費  

（変更前）  

（変更後）  

（差 額）  

変 更 の 理 由   

  



様式第４号（第７条関係） 

                           佐市経政第    号  

  年  月  日  

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付変更通知書  

 

       様  

 

佐賀市長      印  

 

 

     年  月  日付けで変更申請のあった佐賀市働きがい×企業力アップ

支援事業補助金については、令和８年度佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補

助金交付要綱第７条第４項の規定により、次のとおり変更したので通知します。  

 

補 助 年 度  令和  年度  
補助事業  

の名称  

働きがい×企業力アップ支援事業 

（働きがい創出支援事業・企業力強化推進事業） 

補助事業等の  

変 更 の 内 容  
 

変更後の交付  

決 定 金 額  
 

変 更 後 の  

交 付 条 件  
 

変 更 の 理 由   

 

  



様式第５号（第８条関係） 

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金実績報告書  

 

  年  月  日  

 

  （宛先）佐賀市長  

 

補助事業者 住所 

                 氏名               

（団体の場合は，団体名及び代表者名） 

 

 

 

     年  月  日付け佐市経政第   号で補助金の交付決定を受けた

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業の実績について、令和８年度佐賀市働きが

い×企業力アップ支援事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、次のとおり

報告します。  

 

補 助 年 度  令和  年度  
補助事業  

の名称  

働きがい×企業力アップ支援事業 

（働きがい創出支援事業・企業力強化推進事業） 

補 助 事 業 等 の 完 了 年 月 日  年   月   日  

補 助 金 等 の 交 付 決 定 金 額  円  

補 助 金 等 の 既 交 付 金 額  円  

補助事業等の経費精算額のう

ち 補 助 対 象 金 額  
円  

添 付 書 類  

事業実施報告書、収支決算書、成果報告書、 

補助対象経費の契約額を証明する書類の写し（契約

書、請求書等の写し）、補助対象経費の支払いを証明

する書類の写し（領収書等の写し）、取得財産管理台

帳の写し、事業実施を確認できる写真  

 

 



様式第６号（第９条関係） 

 佐市経政第    号  

  年  月  日  

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金確定通知書  

 

       様  

 

佐賀市長      印  

 

 

年  月  日付けで実績報告のあった佐賀市働きがい×企業力アッ

プ支援事業については、次のとおり補助金の額を確定したので、令和８年度佐賀市

働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  令和  年度  
補助事業  

の名称  

働きがい×企業力アップ支援事業 

（働きがい創出支援事業・企業力強化推進事業） 

補助金等の交付決定金額  円  

補助事業等の経費精算額

の う ち 補 助 対 象 金 額  
円  

補助金等の交付確定金額  円  

 

  



様式第７号（第１０条関係） 

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付請求書  

 

  年  月  日  

 

  （宛先）佐賀市長  

 

請求者 住所 

                 氏名                

（団体の場合は，団体名及び代表者名） 

 

 

令和８年度佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金交付要綱第１０条

の規定により、次のとおり請求します。  

 

補 助 年 度  令和  年度  
補助事業  

の名称  

働きがい×企業力アップ支援事業 

（働きがい創出支援事業・企業力強化推進事業） 

補助金等の交付決定金額  円  

補助金等の交付確定金額  円  

交 付 請 求 金 額  円  

今回請求後の未請求金額  円  

振 込 先  

金 融 機 関 名 

銀行 信金 

農協 漁協     店 

信組 

口 座 番 号 当座・普通 

（フリガナ）  

口 座 名 義 人  

  



様式第８号（第１１条関係） 

 

佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金財産等処分承認届出書  

 

  年  月  日  

 

  （宛先）佐賀市長  

 

申請者 住所 

                 氏名              

（団体の場合は，団体名及び代表者名） 

 

 

令和８年度佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補助金により取得した財産を、

下記のとおり処分したいので、令和８年度佐賀市働きがい×企業力アップ支援事業補

助金交付要綱第１１条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請するとともに、同要

綱第１２条第１項に基づき算出した額を納付いたします。 

補 助  

年 度  
令和  年度  

処分制限  

期 間  
年  経過年数  年  

取 得 財 産 の 品 目  

※取得財産管理台帳から今回処分する機器名を記載  

 

取 得 年 月 日  年   月   日  

取 得 価 格 （ 税 抜 き ）  円  

処 分 予 定 年 月 日  年   月   日  

処 分 価 格 （ 税 抜 き ）  円  

納 付 金 額 （ 税 抜 き ）  円  

処 分 の 方 法  
転用  ・  有償譲渡  ・  無償譲渡  ・  無償貸付  ・  

抵当権の設定  ・  取壊又は廃棄  

処 分 の 理 由   

  【添付書類】処分価格の積算資料、納付金額の積算資料 

補助金交付決定通知書及び補助金確定通知書の写し 


